
町からのお知らせnformationＩ

2012. 5   広報うちこ  25 広報うちこ   2012. 5  24

　

構
造　

簡
易
耐
火
２
階
、
Ｓ
49
建

　

面
積　

47
㎡
、
３
Ｋ

　

家
賃　

月
額
９
０
０
０
～

　
　
　
　

１
万
２
３
０
０
円

　

そ
の
他　

駐
車
場
あ
り
、
風
呂
釜

　
　
　
　
　

な
ど
は
入
居
者
負
担

●
入
居
資
格

　

次
の
⑴
～
⑶
を
満
た
す
人

⑴
同
居
中
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す

　

る
親
族
が
あ
る
人
。（
た
だ
し
条

　

件
に
よ
っ
て
は
単
身
入
居
も
可
）

⑵
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と

　

が
明
ら
か
な
人

⑶
月
額
所
得
が
15
万
８
０
０
０
円
以

　

下
の
人

●
注
意
事
項

・
入
居
時
に
は
敷
金（
家
賃
３
カ
月

　

分
）が
必
要
で
す
。

・
月
額
家
賃
は
、
入
居
者
の
収
入
に

　

よ
り
決
定
し
ま
す
。

●
申
込
方
法　

入
居
者
申
込
書（
建

　

設
デ
ザ
イ
ン
課
、
内
子
分
庁
、
小

　

田
支
所
に
あ
り
ま
す
）
を
提
出
し

　

て
く
だ
さ
い
。

●
申
込
期
限　

５
月
25
日（
金
）

※
申
し
込
み
が
な
い
場
合
は
、
随
時

　

募
集
し
ま
す
。

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
】

建
設
デ
ザ
イ
ン
課　

管
理
係

☎
０
８
９
３
（
４
４
）６
１
５
７

●
募
集
内
容

⑴
土
居
第
１
団
地
１
０
５
号

　

住
所　

内
子
３
５
９
０
番
地

　
　
　
　
（
内
子
18
第
２
）

　

構
造　

中
層
耐
火
３
階
、
Ｈ
８
建

　

面
積　

74
・
70
㎡
、
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

　

家
賃　

月
額
２
万
５
４
０
０
～　

　
　
　
　

６
万
７
４
０
０
円

　

そ
の
他　

駐
車
場
な
し

⑵
隅
川
団
地
４
０
１
号

　

住
所　

内
子
２
９
４
番
地

　
　
　
　
（
内
子
18
第
１
）

　

構
造　

中
層
耐
火
４
階
、
Ｓ
52
建

　

面
積　

59
・
30
㎡
、
３
Ｄ
Ｋ

　

家
賃　

月
額
１
万
５
２
０
０
～

　
　
　
　

３
万
１
８
０
０
円

　

そ
の
他　

駐
車
場
な
し
、
風
呂
釜

　
　
　
　
　

な
ど
は
入
居
者
負
担

⑶
成
屋
団
地
５
号

　

住
所　

大
瀬
中
央
４
６
６
９
番
地

　
　
　
　
（
本
町
１
）

　

構
造　

簡
易
耐
火
２
階
、
Ｓ
53
建

　

面
積　

61
・
30
㎡
、
３
Ｋ

　

家
賃　

月
額
１
万
４
３
０
０
～

　
　
　
　

２
万
４
８
０
０
円

　

そ
の
他　

駐
車
場
な
し
、
風
呂
釜

　
　
　
　
　

な
ど
は
入
居
者
負
担

⑷
古
田
団
地
11
号

　

住
所　

五
十
崎
甲
５
４
９
番
地

　
　
　
　
（
昭
和
区
）

　近い将来に発生するといわれている南海地震
などの地震災害に備えるため、24年度から、木
造住宅の耐震改修工事費用の補助を始めます。
また耐震診断費用の補助も継続して行います。
　詳しい内容や申込方法などは、係までお問い
合わせください。
₁耐震診断補助
●対象となる木造住宅
　次の⑴～⑷に該当する住宅
⑴昭和56年５月31日以前に着工された建物
⑵在来軸組工法で建築された建物
⑶平屋または２階建ての住宅（併用住宅を含む）
⑷延べ面積500㎡以下の住宅
●補助の対象者
　対象住宅の所有者
●募集戸数　10戸（先着順）
●補助金の額
　補助対象経費の３分の２以内で、上限２万円
●申込期限　11月30日（金）

₂耐震改修補助
　この耐震改修補助を受けるには、事前に耐震
診断を行う必要があります。
●対象となる木造住宅
　1の⑴～⑷に加えて、次の⑸～⑺にも該当す
る住宅
⑸耐震診断の結果、総合評点が1.0未満で、改修
　後1.0以上となる住宅
⑹リフォーム瑕

か し

疵保険に加入するもの
⑺町内の建築業者が耐震改修工事を行うもの
●補助の対象者
　対象住宅の所有者
●募集戸数　10戸（先着順）
●補助金の額
　補助対象経費の３分の２以内で、上限84万円
●申込期限　25年１月31日（木）
【申込・問い合わせ】
建設デザイン課　建築営繕係
☎０８９３（４４）６１５７

町
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す

木造住宅の耐震診断・改修工事費用を補助します

2
ベ
ビ
ー
水
中
運
動

●
開
催
日
時
（
１
コ
ー
ス
目
）

　

６
月
１
日
、
８
日
、
15
日
、
22
日

　

の
午
前
10
時
15
分
～
11
時
45
分

●
対
象　

生
後
６
カ
月
～
２
歳
の
乳

　

幼
児
と
そ
の
保
護
者
で
、
23
年
度

　

に
同
教
室
に
参
加
し
て
い
な
い
人

●
定
員　

10
組（
申
込
順
）

●
内
容　

イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
の
指

　

導
に
基
づ
く
水
中
で
の
親
子
運
動

●
料
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２
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０
０
円

●
申
込
期
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５
月
15
日（
火
）

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
】

地
域
医
療
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健
康
増
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セ
ン
タ
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（
保
健
セ
ン
タ
ー
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０
８
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５
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1
Ｇ
Ｏ
！
Ｇ
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！
運
動
教
室

●
期
間
（
１
コ
ー
ス
目
）

　

６
～
８
月
の
３
カ
月
間（
12
回
）

●
開
催
日
時　

①
昼
の
部
＝
毎
週
金

　

曜
日
の
午
前
10
時
15
分
～
11
時
45

　

分（
申
し
込
み
が
少
な
い
場
合
は

　

中
止
）
／
②
夜
の
部
＝
毎
週
水
曜

　

日
の
午
後
７
時
～
８
時
30
分

●
対
象　

40
～
64
歳
の
人
で
、
過
去

　

に
Ｒ
Ｙ
Ｕ
Ｏ
Ｗ
運
動
教
室
に
参
加

　

し
て
い
な
い
人

●
定
員　

20
人（
申
込
順
）

●
内
容　

イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
の
指

　

導
に
基
づ
く
体
操
や
水
中
運
動

●
料
金　

６
０
０
０
円

●
申
込
期
限　

５
月
15
日（
火
）

●第１号保険者の保険料を改定します
　介護保険の第１号被保険者（65歳以上の人）の保険
料は各自治体が定めることになっており、３年ごとに
その見直しを行っています。内子町では23年度に見直
しを行い、次のとおり介護保険料を改定しました。

（※）23年度までは200万円

●保険料の負担割合が変わりました
　介護保険の運営に必要な財源は、国・県・
町が半分を負担し、残り半分を介護保険加
入者が保険料として負担しています。
　保険料の第１号被保険者と第２号被保険
者（40歳以上60歳未満の人）の負担割合は、
両者の人口比率をもとに定められます。今
回、第１号被保険者が20→21㌫に、第２号
被保険者が30→29㌫に、それぞれ負担割
合が変更されました。
●内子町の介護給付費は増加傾向
　町内の要介護認定者は15年度以降ほぼ
横ばいで、現在は約1,180人となっています。
一方、介護給付費は年々増加しており、22
年度は一人当たり約172万円（年間）。10年
前と比べて約56万円増加しています。
【問い合わせ】
保健福祉課　介護保険係
☎０８９３（４４）６１５４

所得
段階 対象 24年度

保険料
23年度
との比較

１
老齢福祉年金受給者で世帯全
員が住民税非課税の人、生活保
護を受給している人など

［年額］

31,400円

（円）

+4,000

２
世帯全員が住民税非課税で、合
計所得金額と課税年金収入額
の合計が80万円以下の人

31,400円 +4,000

３ 世帯全員が住民税非課税で、第
２段階に該当しない人 47,100円 +6,000

４ 世帯に住民税課税者がいるが、
本人は住民税非課税の人 62,800円 +8,000

５ 本人が住民税課税で、合計所得
金額が190万円未満の人（※）

78,500円 +10,000

６ 本人が住民税課税で、合計所得
金額が190万円以上の人（※）

94,200円 +12,000

「
Ｒリ

ュ

ウ

オ

ウ

Ｙ
Ｕ
Ｏ
Ｗ
運
動
教
室
」
に
参
加
し
ま
せ
ん
か

介護保険料が変わります

内
子
」
の
実
現
を
目
指
し
て
、
一
緒

に
活
動
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

●
募
集
人
数　

５
人
程
度

●
対
象　

平
日
・
昼
間
に
活
動
で
き

　

る
人（
年
間
６
～
７
日
）

●
申
込
期
限　

５
月
18
日（
金
）

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
】

環
境
政
策
室

☎
０
８
９
３
（
４
４
）６
１
５
９

　

内
子
町
は
、
町
の
政
策
な
ど
が
環

境
自
治
体
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
か
ど

う
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
認
証
制
度

（
Ｌ
Ａ
Ｓ

－Ｅ
）を
導
入
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
に
基
づ
き
、
役
場
や
学

校
な
ど
の
環
境
に
対
す
る
取
り
組
み

の
内
容
や
数
値
目
標
を
定
め
、
達
成

状
況
を
監
査
す
る
目
標
設
定
委
員
を

募
集
し
ま
す
。「
エ
コ
ロ
ジ
ー
タ
ウ
ン

Ｌラ

ス
Ａ
Ｓ

－

Ｅイ

ー

目
標
設
定
委
員
を
募
集
し
ま
す
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住
所
⑤
連
絡
先
を
書
い
て
、
ハ
ガ

　

キ
か
封
書
で
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

●
応
募
締
め
切
り　

７
月
31
日（
火
）

●
発
表　

第
８
回
内
子
町
駅
伝
競
走

　

大
会
の
前
夜
祭

【
応
募
先
・
問
い
合
わ
せ
】

町
並
・
地
域
振
興
課（
内
子
分
庁
内
）

「
内
子
の
応
援
歌
」担
当

〒
７
９
１

－

３
３
０
１

内
子
町
内
子
１
５
１
５

☎
０
８
９
３
（
４
４
）
２
１
１
８

　

１
月
の
町
駅
伝
競
走
大
会
で
前
夜

祭
コ
ン
サ
ー
ト
を
行
っ
た
シ
ン
ガ
ー

ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
の
Ｓシ

ン

グ

ｉ
ｎ
ｇ

－

Ｏオ
ー

さ
ん
か
ら
、「
ス
ポ
ー
ツ
行
事
な
ど
で

広
く
使
用
で
き
る
、
町
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
ソ
ン
グ
を
作
り
ま
し
ょ
う
」
と
の

提
案
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
こ

の
歌
詞
と
な
る「
言
葉
」や「
詩
」を
、

募
集
し
ま
す
。

●
応
募
方
法　

①
歌
詞
に
入
れ
て
ほ

　

し
い
言
葉
や
詩
②
氏
名
③
年
齢
④

あ
な
た
の
言
葉
が
、
町
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
ソ
ン
グ
に

●
補
助
の
要
件　
建
物
の
所
有
者（
ま

　

た
は
占
有
者
）
が
、
町
内
に
事
業

　

所
を
置
く
建
築
業
者（
下
水
道
へ

　

の
接
続
の
場
合
は
町
の
指
定
工
事

　

業
者
）に
施
工
を
依
頼
す
る
こ
と

●
補
助
金
の
額

　

対
象
工
事
費
の
10
分
の
３
以
内
で
、

　

上
限
20
万
円

※
１
０
０
０
円
未
満
切
り
捨
て

●
実
施
期
間　

24
年
度
か
ら
５
年
間

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
】

建
設
デ
ザ
イ
ン
課　

管
理
係

☎
０
８
９
３
（
４
４
）６
１
５
７

　

下
水
道
や
合
併
処
理
浄
化
槽
の
普

及
率
向
上
と
、
町
内
業
者
の
利
用
に

よ
る
町
経
済
の
活
性
化
を
目
的
に
、

「
内
子
町
住
環
境
整
備
促
進
事
業
補

助
金
」を
交
付
し
ま
す
。

●
対
象　

下
水
道
や
合
併
処
理
浄
化

　

槽
へ
の
接
続
に
伴
う
、
ト
イ
レ
改

　

修
を
主
と
し
た
水
回
り（
台
所
、洗

　

面
、
風
呂
場
な
ど
）の
屋
内
改
修

　

工
事
で
、費
用
が
30
万
円
以
上（
消

　

費
税
を
含
む
）の
も
の

※
新
築
は
対
象
外
。
他
制
度
に
基
づ

　

く
補
助
対
象
部
分
は
除
く
。

下
水
道
や
合
併
処
理
浄
化
槽
接
続
の
た
め
の

屋
内
改
修
工
事
費
用
を
補
助
し
ま
す

●年金の受給資格期間は25年
　老齢基礎年金を受けるためには、公的年金の
保険料を納めた期間か保険料を免除されていた
期間（受給資格期間）が、合わせて25年以上あ
ることが要件となっています。
●任意加入期間を「カラ期間」として合算
　ただし昭和36年４月以後の20歳以上60歳未
満の間に、任意加入できるけれど加入していな
かった人は、その期間を「カラ期間」（合算対象
期間）として受給資格期間に含めることができ
ます。対象となるのは次の人です。
①昭和61年３月までの厚生年金などの加入者
　の配偶者
②平成３年３月までの学生
③海外在住の日本人
④昭和61年３月までに厚生年金などから脱退
　手当金を受けていた期間のある人
※このカラ期間は、受給資格期間の25年には算

　入されますが、年金額には反映されません。
●「カラ期間」のある人はご連絡ください
　カラ期間は年金の未加入期間となっており、
日本年金機構には記録が残されていません。こ
のため、本人の申し出に基づいて、その有無が
調査されることになっています。受給資格期間
が25年に満たない人で、カラ期間があると思わ
れる人はご連絡ください。
　なお、それでも受給資格期間が不足する場合
は、60 ～ 70歳までの間に国民年金に任意加入
することができます。保険料は第１号被保険者
と同じく月額14,980円（24年度）です。ただし
任意加入には免除制度はありません。
【連絡・問い合わせ】
○住民課　国民年金係　
☎０８９３（４４）６１５２
○松山西年金事務所
☎０８９（９２５）５１０５

年金の受給資格期間の対象となる

「カラ期間」はありませんか
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